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(57)【要約】
【課題】残渣や個人差等の蛍光スペクトルの変動要因の
存在如何にかかわらず、生体組織の観察において病変部
や残渣から発生する蛍光を検出するのに最適な波長域を
選定し調整するために、残渣や個人差等の蛍光スペクト
ル変動を検出するための蛍光スペクトルを取得できる蛍
光内視鏡装置を提供する。
【解決手段】生体９への励起光照射手段１、生体からの
光の波長選択透過手段２、選択・透過光の光電変換手段
３、複数の蛍光検出用波長域の光と少なくとも一つの蛍
光検出用波長域を含む所定波長帯域内でのスペクトル取
得用波長域の光とを選択・透過させるように、波長選択
透過手段を制御する波長選択制御手段４、前記蛍光検出
用波長域での蛍光画像合成手段５、合成された画像の表
示手段６、前記所定波長帯域内での光の強度分布取得手
段７を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体の観察部に対して、該観察部中に存在する複数種類の蛍光物質を励起するための励
起光を照射する励起光照射手段と、
　前記生体の観察部から入射する光のうち所定波長域の光を選択して透過させる波長選択
透過手段と、
　前記波長選択透過手段により選択されて透過させられた光を光電変換する光電変換手段
と、
　前記波長選択透過手段が前記複数種類の蛍光物質から発する複数種類の蛍光に夫々対応
する蛍光検出用波長域の光と該複数種類の蛍光のうちの少なくとも一種類の蛍光に対応す
る蛍光検出用波長域を含む所定波長帯域内において夫々順に所定波長幅で隣り合うスペク
トル取得用波長域の光とを選択して透過させるように、該波長選択透過手段を制御する波
長選択制御手段と、
　前記波長選択透過手段により選択されて透過させられ、前記光電変換手段により光電変
換された、前記蛍光検出用波長域の光の画像を合成する蛍光画像合成手段と、
　少なくとも前記蛍光画像合成手段により合成された画像を表示する画像表示手段と、
　前記波長選択透過手段により選択されて透過させられ、前記光電変換手段により光電変
換された、前記所定波長帯域内における前記各スペクトル取得用波長域の光の画像を用い
て該所定波長帯域内における光の強度分布を取得する強度分布取得手段を有することを特
徴とする蛍光内視鏡装置。
【請求項２】
　前記波長選択透過手段が選択して透過させる少なくとも一種類の蛍光に対応する蛍光検
出用波長域が、前記強度分布取得手段により取得された該蛍光検出用波長域を含む前記所
定波長帯域内における光の強度分布でのピーク波長域にシフトするように、前記波長選択
制御手段による該波長選択透過手段に対する蛍光検出用波長域の選択・透過制御を調整す
る波長選択制御調整手段を有することを特徴とする請求項１に記載の蛍光内視鏡装置。
【請求項３】
　前記波長選択制御手段は、前記波長選択透過手段が、全ての前記蛍光検出用波長域の光
を選択して透過させた後に全ての前記スペクトル取得用波長域の光を選択して透過させる
ように、該波長選択透過手段を制御することを特徴とする請求項１又は２に記載の蛍光内
視鏡装置。
【請求項４】
　前記波長選択制御手段は、前記波長選択透過手段が、全ての前記蛍光検出用波長域の光
を選択して透過させた後に一つの前記スペクトル取得用波長域の光を選択して透過させ、
これら一連の処理を、全ての前記スペクトル取得用波長域の光が選択して透過させられる
まで繰り返すように、該波長選択透過手段を制御することを特徴とする請求項１又は２に
記載の蛍光内視鏡装置。
【請求項５】
　前記波長選択制御手段は、前記波長選択透過手段が、全ての前記蛍光検出用波長域の光
を選択して透過させるように、該波長選択透過手段を制御する第一の制御モードと、該波
長選択透過手段が、全ての前記スペクトル取得用波長域の光を選択して透過させるように
、該波長選択透過手段を制御する第二の制御モードを有し、該第一の制御モード、第二の
制御モードのいずれかを手動での選択を介して駆動させることができるように構成されて
いることを特徴とする請求項１又は２に記載の蛍光内視鏡装置。
【請求項６】
　前記波長選択制御手段は、前記波長選択透過手段が、全ての前記蛍光検出用波長域の光
を選択して透過させるように、該波長選択透過手段を制御する第一の制御モードと、該波
長選択透過手段が、全ての前記蛍光検出用波長域の光を選択して透過させた後に一つの前
記スペクトル取得用波長域の光を選択して透過させ、これら一連の処理を、全ての前記ス
ペクトル取得用波長域の光が選択して透過させられるまで繰り返すように、該波長選択透
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過手段を制御する第三の制御モードを有し、該第一の制御モード、第三の制御モードのい
ずれかを手動での選択を介して駆動させることができるように構成されていることを特徴
とする請求項１又は２に記載の蛍光内視鏡装置。
【請求項７】
　さらに、前記強度分布取得手段による前記所定波長帯域内における光の強度分布の取得
を所望する画素領域を特定する画素領域特定手段を有し、
　前記強度分布取得手段は、前記画素領域特定手段により特定された画素領域における前
記所定波長帯域内における光の強度分布を取得することを特徴とする請求項１又は２に記
載の蛍光内視鏡装置。
【請求項８】
　前記波長選択制御調整手段が、前記波長選択制御手段による前記波長選択透過手段に対
する前記蛍光検出用波長域の選択・透過制御の調整を自動的に行なうように構成されてい
ることを特徴とする請求項２に記載の蛍光内視鏡装置。
【請求項９】
　前記波長選択制御調整手段が、前記波長選択制御手段による前記波長選択透過手段に対
する前記蛍光検出用波長域の選択・透過制御の調整を手動で行なうように構成されている
ことを特徴とする請求項２に記載の蛍光内視鏡装置。
【請求項１０】
　さらに、前記蛍光画像合成手段により合成される蛍光画像の変化を用いて前記観察部で
の移動量を検出する移動量検出手段を有し、
　前記波長選択制御手段は、前記波長選択透過手段が、全ての前記蛍光検出用波長域の光
を選択して透過させるように、該波長選択透過手段を制御する第一の制御モードと、該波
長選択透過手段が、全ての前記スペクトル取得用波長域の光を選択して透過させるように
、該波長選択透過手段を制御する第二の制御モードを有し、前記移動量検出手段により検
出された移動量が所定値以下のときに該第二の制御モードを駆動し、該移動量検出手段に
より検出された移動量が所定値を上回るときに該第一の制御モードを駆動することを特徴
とする請求項１又は２に記載の蛍光内視鏡装置。
【請求項１１】
　さらに、前記蛍光画像合成手段により合成される蛍光画像の変化を用いて前記観察部で
の移動量を検出する移動量検出手段を有し、
　前記波長選択制御手段は、前記波長選択透過手段が、全ての前記蛍光検出用波長域の光
を選択して透過させるように、該波長選択透過手段を制御する第一の制御モードと、該波
長選択透過手段が、全ての前記蛍光検出用波長域の光を選択して透過させた後に一つの前
記スペクトル取得用波長域の光を選択して透過させ、これら一連の処理を、全ての前記ス
ペクトル取得用波長域の光が選択して透過させられるまで繰り返すように、該波長選択透
過手段を制御する第三の制御モードを有し、前記移動量検出手段により検出された移動量
が所定値以下のときに該第三制御モードを駆動し、該移動量検出手段により検出された移
動量が所定値を上回るときに該第一の制御モードを駆動することを特徴とする請求項１又
は２に記載の蛍光内視鏡装置。
【請求項１２】
　前記強度分布取得手段は、前記移動量検出手段により検出された移動量が所定値以下の
ときに動作することを特徴とする請求項１０又は１１に記載の蛍光内視鏡装置。
【請求項１３】
　さらに、前記蛍光画像合成手段により合成される蛍光画像の変化を用いて前記観察部で
の移動量を検出する移動量検出手段を有し、
　前記強度分布取得手段は、前記移動量検出手段により検出された移動量が所定値以下の
ときに動作することを特徴とする請求項１又は２に記載の蛍光内視鏡装置。
【請求項１４】
　さらに、前記強度分布取得手段が強度分布の取得対象とする前記所定波長帯域を設定可
能な取得対象波長帯域設定手段を有することを特徴とする請求項１又は２に記載の蛍光内
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視鏡装置。
【請求項１５】
　さらに、前記強度分布取得手段により取得された前記所定波長帯域内における光の強度
分布を用いて、特定のスペクトルを分離するスペクトル分離手段を有することを特徴とす
る請求項１又は２に記載の蛍光内視鏡装置。
【請求項１６】
　前記画像表示手段は、前記強度分布取得手段により取得された前記所定波長帯域内にお
ける光の強度分布を、前記蛍光画像合成手段により合成された画像とともに表示すること
を特徴とする請求項１又は２に記載の蛍光内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体組織の観察を行うために、生体組織から発生する蛍光スペクトルを検出
する蛍光内視鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の蛍光内視鏡装置としては、例えば、次の特許文献１に記載のものがある
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４１０９１３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、生体内には、標識された蛍光薬剤や自家蛍光の蛍光スペクトルに変動を起こ
し、例えば、病変組織であるか否か等の判別に悪影響を与える成分（例えば、蛍光を発す
る残渣等）が存在する。また、生体から得られる蛍光スペクトルには個人差がある。
【０００５】
　しかるに、特許文献１に記載の蛍光内視鏡装置は、予め残渣等が付着していない清浄な
生体組織についての蛍光情報に基づいて複数の特徴量の分布情報を取得しておいてから、
被測定部からの蛍光情報に基づいて複数の特徴量を取得し、取得した複数の特徴量と予め
予め残渣等が付着していない清浄な生体組織についての蛍光情報に基づいて取得した特徴
量の分布情報とに基づいて、被測定部が残渣等の付着していない清浄な生体組織であるか
否かを判定するように構成されており、これにより組織性状の判定結果の信頼性を向上さ
せることができるようにしている。
【０００６】
　しかし、特許文献１に記載の蛍光内視鏡装置等、従来の蛍光内視鏡装置では、生体内の
観察において、生体から発生する各種の蛍光についての詳細なスペクトルを取得する手段
が存在しなかった。このため、特許文献１に記載の内視鏡装置では、生体内の残渣等や個
人差を原因として生体から発生する蛍光スペクトルが変動した場合、変動した蛍光スペク
トルに基づいて生体を判別することになるため、スペクトルの変動が残渣によるものであ
るのか否かを判定することはできても、判別において病変部を検出するのに最適な（検出
される蛍光強度の値が最大となる）蛍光波長域を選定することができず、正確な判別をす
ることができない。
　更に、従来の蛍光内視鏡装置では、残渣等によって生体患部の蛍光スペクトルが変動し
た場合、最適な検出波長に調整する手段も存在しなかった。
【０００７】
　本発明は、このような従来の問題点に鑑みてなされたものであり、残渣や個人差等の蛍
光スペクトルの変動要因の存在如何にかかわらず、生体組織の観察において病変部や残渣
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から発生する蛍光を検出するのに最適な波長域を選定し調整するために、残渣や個人差等
の蛍光スペクトルの変動を検出するための蛍光スペクトルを取得できる蛍光内視鏡装置を
提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明による蛍光内視鏡装置は、生体の観察部に対して、該
観察部中に存在する複数種類の蛍光物質を励起するための励起光を照射する励起光照射手
段と、前記生体の観察部から入射する光のうち所定波長域の光を選択して透過させる波長
選択透過手段と、前記波長選択透過手段により選択されて透過させられた光を光電変換す
る光電変換手段と、前記波長選択透過手段が前記複数種類の蛍光物質から発する複数種類
の蛍光に夫々対応する蛍光検出用波長域の光と該複数種類の蛍光のうちの少なくとも一種
類の蛍光に対応する蛍光検出用波長域を含む所定波長帯域内において夫々順に所定波長幅
で隣り合うスペクトル取得用波長域の光とを選択して透過させるように、該波長選択透過
手段を制御する波長選択制御手段と、前記波長選択透過手段により選択されて透過させら
れ、前記光電変換手段により光電変換された、前記蛍光検出用波長域の光の画像を合成す
る蛍光画像合成手段と、少なくとも前記蛍光画像合成手段により合成された画像を表示す
る画像表示手段と、前記波長選択透過手段により選択されて透過させられ、前記光電変換
手段により光電変換された、前記所定波長帯域内における前記各スペクトル取得用波長域
の光の画像を用いて該所定波長帯域内における光の強度分布を取得する強度分布取得手段
を有することを特徴としている。
【０００９】
　また、本発明の蛍光内視鏡装置においては、前記波長選択透過手段が選択して透過させ
る少なくとも一種類の蛍光に対応する蛍光検出用波長域が、前記強度分布取得手段により
取得された該蛍光検出用波長域を含む前記所定波長帯域内における光の強度分布でのピー
ク波長域にシフトするように、前記波長選択制御手段による該波長選択透過手段に対する
蛍光検出用波長域の選択・透過制御を調整する波長選択制御調整手段を有するのが好まし
い。
【００１０】
　また、本発明の蛍光内視鏡装置においては、前記波長選択制御手段は、前記波長選択透
過手段が、全ての前記蛍光検出用波長域の光を選択して透過させた後に全ての前記スペク
トル取得用波長域の光を選択して透過させるように、該波長選択透過手段を制御するのが
好ましい。
【００１１】
　また、本発明の蛍光内視鏡装置においては、前前記波長選択制御手段は、前記波長選択
透過手段が、全ての前記蛍光検出用波長域の光を選択して透過させた後に一つの前記スペ
クトル取得用波長域の光を選択して透過させ、これら一連の処理を、全ての前記スペクト
ル取得用波長域の光が選択して透過させられるまで繰り返すように、該波長選択透過手段
を制御するのが好ましい。
【００１２】
　また、本発明の蛍光内視鏡装置においては、前記波長選択制御手段は、前記波長選択透
過手段が、全ての前記蛍光検出用波長域の光を選択して透過させるように、該波長選択透
過手段を制御する第一の制御モードと、該波長選択透過手段が、全ての前記スペクトル取
得用波長域の光を選択して透過させるように、該波長選択透過手段を制御する第二の制御
モードを有し、該第一の制御モード、第二の制御モードのいずれかを手動での選択を介し
て駆動させることができるように構成されているのが好ましい。
【００１３】
　また、本発明の蛍光内視鏡装置においては、前記波長選択制御手段は、前記波長選択透
過手段が、全ての前記蛍光検出用波長域の光を選択して透過させるように、該波長選択透
過手段を制御する第一の制御モードと、該波長選択透過手段が、全ての前記蛍光検出用波
長域の光を選択して透過させた後に一つの前記スペクトル取得用波長域の光を選択して透
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過させ、これら一連の処理を、全ての前記スペクトル取得用波長域の光が選択して透過さ
せられるまで繰り返すように、該波長選択透過手段を制御する第三の制御モードを有し、
該第一の制御モード、第三の制御モードのいずれかを手動での選択を介して駆動させるこ
とができるように構成されているのが好ましい。
【００１４】
　また、本発明の蛍光内視鏡装置においては、さらに、前記強度分布取得手段による前記
所定波長帯域内における光の強度分布の取得を所望する画素領域を特定する画素領域特定
手段を有し、前記強度分布取得手段は、前記画素領域特定手段により特定された画素領域
における前記所定波長帯域内における光の強度分布を取得するのが好ましい。
【００１５】
　また、本発明の蛍光内視鏡装置においては、前記波長選択制御調整手段が、前記波長選
択制御手段による前記波長選択透過手段に対する前記蛍光検出用波長域の選択・透過制御
の調整を自動的に行なうように構成されているのが好ましい。
【００１６】
　また、本発明の蛍光内視鏡装置においては、前記波長選択制御調整手段が、前記波長選
択制御手段による前記波長選択透過手段に対する前記蛍光検出用波長域の選択・透過制御
の調整を手動で行なうように構成されているのが好ましい。
【００１７】
　また、本発明の蛍光内視鏡装置においては、さらに、前記蛍光画像合成手段により合成
される蛍光画像の変化を用いて前記観察部での移動量を検出する移動量検出手段を有し、
前記波長選択制御手段は、前記波長選択透過手段が、全ての前記蛍光検出用波長域の光を
選択して透過させるように、該波長選択透過手段を制御する第一の制御モードと、該波長
選択透過手段が、全ての前記スペクトル取得用波長域の光を選択して透過させるように、
該波長選択透過手段を制御する第二の制御モードを有し、前記移動量検出手段により検出
された移動量が所定値以下のときに該第二の制御モードを駆動し、該移動量検出手段によ
り検出された移動量が所定値を上回るときに該第一の制御モードを駆動するのが好ましい
。
【００１８】
　また、本発明の蛍光内視鏡装置においては、さらに、前記蛍光画像合成手段により合成
される蛍光画像の変化を用いて前記観察部での移動量を検出する移動量検出手段を有し、
前記波長選択制御手段は、前記波長選択透過手段が、全ての前記蛍光検出用波長域の光を
選択して透過させるように、該波長選択透過手段を制御する第一の制御モードと、該波長
選択透過手段が、全ての前記蛍光検出用波長域の光を選択して透過させた後に一つの前記
スペクトル取得用波長域の光を選択して透過させ、これら一連の処理を、全ての前記スペ
クトル取得用波長域の光が選択して透過させられるまで繰り返すように、該波長選択透過
手段を制御する第三の制御モードを有し、前記移動量検出手段により検出された移動量が
所定値以下のときに該第三制御モードを駆動し、該移動量検出手段により検出された移動
量が所定値を上回るときに該第一の制御モードを駆動するのが好ましい。
【００１９】
　また、本発明の蛍光内視鏡装置においては、前記強度分布取得手段は、前記移動量検出
手段により検出された移動量が所定値以下のときに動作するのが好ましい。
【００２０】
　また、本発明の蛍光内視鏡装置においては、さらに、前記蛍光画像合成手段により合成
される蛍光画像の変化を用いて前記観察部での移動量を検出する移動量検出手段を有し、
前記強度分布取得手段は、前記移動量検出手段により検出された移動量が所定値以下のと
きに動作するのが好ましい。
【００２１】
　また、本発明の蛍光内視鏡装置においては、さらに、前記強度分布取得手段が強度分布
の取得対象とする前記所定波長帯域を設定可能な取得対象波長帯域設定手段を有するのが
好ましい。
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【００２２】
　また、本発明の蛍光内視鏡装置においては、さらに、前記強度分布取得手段により取得
された前記所定波長帯域内における光の強度分布を用いて、特定のスペクトルを分離する
スペクトル分離手段を有するのが好ましい。
【００２３】
　また、本発明の蛍光内視鏡装置においては、前記画像表示手段は、前記強度分布取得手
段により取得された前記所定波長帯域内における光の強度分布を、前記蛍光画像合成手段
により合成された画像とともに表示するのが好ましい。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば残渣や個人差等の蛍光スペクトルの変動要因の存在如何にかかわらず、
生体組織の観察において病変部や残渣から発生する蛍光を検出するのに最適な波長域を選
定し調整するために、残渣や個人差等の蛍光スペクトルの変動を検出するための蛍光スペ
クトルを取得できる蛍光内視鏡装置が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の蛍光内視鏡装置全体における要部の一構成例を概略的に示すブロック図
である。
【図２】図１の蛍光内視鏡装置における波長選択透過手段が選択して透過させる波長域の
一例を示す図で、(a)は各蛍光検出用波長域を示す図、(b)は各スペクトル取得用波長域を
示す図、(c)は各蛍光検出用波長域がシフトする状態を示す図である。
【図３】図１の蛍光内視鏡装置における分光画像を取得するタイミングの一例を示す説明
図で、(a)は波長選択透過手段が選択して透過する各波長域の光を時系列に示す図、(b)は
(a)と略同時刻に光電変換手段を介して光電変換され、各フレームメモリに記録される各
波長域の光を時系列に示す図である。
【図４】図１の蛍光内視鏡装置における分光画像を取得するタイミングの他の例を示す説
明図で、(a)は波長選択透過手段が選択して透過する各波長域の光を時系列に示す図、(b)
は(a)と略同時刻に光電変換手段を介して光電変換され、各フレームメモリに記録される
各波長域の光を時系列に示す図である。
【図５】本発明の各実施例の蛍光内視鏡装置に共通の構成を概略的に示すブロック図であ
る。
【図６】図５の蛍光内視鏡装置における撮像光学系の一構成例を示す説明図である。図７
は図５の蛍光内視鏡装置における撮像光学系内に用いられる励起光カットフィルタの波長
透過特性を示すグラフである。
【図７】図５の蛍光内視鏡装置における撮像光学系内に用いられる励起光カットフィルタ
の波長透過特性を示すグラフである。
【図８】図５の蛍光内視鏡装置における観察対象の生体中に存在する複数種類の蛍光の分
光透過率特性を示すグラフである。
【図９】図５の蛍光内視鏡装置を用いて取得した画像とスペクトルとの関係を示す説明図
で、(a)は蛍光画像合成用の各フレームメモリに記憶された三種類の蛍光検出用波長域の
光の画像、及びそれらの画像を蛍光画像合成手段を介して合成し画像表示手段で表示した
ときの画像を示す図、(b)は強度分布取得用フレームメモリに記憶された所定波長帯域に
わたるスペクトル取得用波長域の光の画像、及びそれらの画像を用いて強度分布取得手段
を介して取得された所定の画像位置での蛍光スペクトルを示すグラフである。
【図１０】強度分布取得手段を介して取得した複数種類の蛍光成分が混在する蛍光スペク
トルを蛍光成分ごとに分離する手法を概念的に示す説明図で、(a)は予め生体に含まれる
ことが判明している、生体由来の自家蛍光、生体を標識する蛍光薬剤から発する蛍光の夫
々のスペクトルを示すグラフ、(b)は強度分布取得手段が取得した蛍光スペクトルの一例
を示すグラフ、(c)は(b)の蛍光スペクトルをスペクトル分離手段を介して蛍光成分ごとに
分離した蛍光スペクトルを示すグラフである。
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【図１１】実施例１にかかる蛍光内視鏡装置における波長選択透過手段が選択して透過さ
せる波長域の一例を示す図で、(a)は各蛍光検出用波長域を示す図、(b)は各スペクトル取
得用波長域を示す図、(c)は一つの蛍光検出用波長域がシフトする状態を示す図である。
【図１２】図１２は実施例１の蛍光内視鏡装置における分光画像を取得するタイミングの
一変形例を示す説明図で、(a)は波長選択透過手段が選択して透過する各波長域の光を時
系列に示す図、(b)は(a)と略同時刻に光電変換手段を介して光電変換され、各フレームメ
モリに記録される各波長域の光を時系列に示す図である。
【図１３】実施例１の蛍光内視鏡装置において表示手段により表示される蛍光画像と、強
度分布取得手段を介して取得される蛍光スペクトルを示す説明図で、(a)は蛍光画像合成
用の各フレームメモリに記憶された三種類の蛍光検出用波長域の光の画像を蛍光画像合成
手段を介して合成し画像表示手段で表示したときの画像を示す図、(b)は(a)の蛍光画像に
おいて画素領域特定手段を介して特定された画素領域での強度分布取得手段を介して取得
された残渣の蛍光スペクトルのピーク波長域が既知の蛍光スペクトルのピーク波長域から
シフトした状態を示すグラフである。
【図１４】実施例２にかかる蛍光内視鏡装置における波長選択透過手段が選択して透過さ
せる波長域の一例を示す図で、(a)は各蛍光検出用波長域を示す図、(b)は所定のスペクト
ル取得用波長域を示す図である。
【図１５】実施例２の蛍光内視鏡装置において表示手段に表示される、蛍光画像及び強度
分布取得手段を介して取得される蛍光スペクトルを示す説明図で、左側は蛍光画像合成用
の各フレームメモリに記憶された三種類の蛍光検出用波長域の光の画像を蛍光画像合成手
段を介して合成し画像表示手段で表示したときの画像、右側は画像表示手段に表示された
画像において画素領域特定手段を介して特定された画素領域における、強度分布取得手段
を介して取得された残渣の蛍光スペクトルのピーク波長域が既知の蛍光スペクトルのピー
ク波長域からシフトした状態を示している。
【図１６】実施例３にかかる蛍光内視鏡装置における波長選択透過手段が選択して透過さ
せる波長域の一例を示す図で、(a)は各蛍光検出用波長域を示す図、(b)は各スペクトル取
得用波長域を示す図である。
【図１７】実施例４にかかる蛍光内視鏡装置における波長選択透過手段２が選択して透過
させる各蛍光検出用波長域の一例を示す図で、二種類の蛍光検出用波長域がシフトする状
態を示す図である。
【図１８】実施例４の蛍光内視鏡装置において画像表示手段に表示される蛍光画像と、強
度分布取得手段を介して取得される蛍光スペクトルと、スペクトル分離手段を介して分離
される蛍光スペクトルを示す説明図で、(a)は蛍光画像合成用の各フレームメモリに記憶
された三種類の蛍光検出用波長域の光の画像を蛍光画像合成手段を介して合成し画像表示
手段で表示したときの画像を示す図、(b)は(a)の画像において画素領域特定手段を介して
特定された画素領域における、強度分布取得手段を介して取得された蛍光スペクトルを示
すグラフ、(c)は(b)の蛍光スペクトルをスペクトル分離手段を介して蛍光成分ごとに分離
した蛍光スペクトルを示すグラフである。
【図１９】実施例６の蛍光内視鏡装置における、波長選択制御調整手段を介した波長選択
制御手段の制御による波長選択透過手段が選択・透過させる蛍光検出用波長域へのシフト
調整の対象となる画素領域の決定手法の例を示す説明図で、(a)は強度分布取得手段、ス
ペクトル分離手段を介して取得、分離された、各蛍光成分の蛍光スペクトルにおいて輝度
値がピークとなる波長域及びその画素数の一例を示す図、(b)は強度分布取得手段、スペ
クトル分離手段を介して取得、分離された、各蛍光成分の蛍光スペクトルにおいて輝度値
がピークとなる波長域及びその画素数の他の例を示す図である。
【図２０】実施例７にかかる蛍光内視鏡装置における波長選択透過手段が選択して透過さ
せる波長域の一例を示す図で、(a)は各蛍光検出用波長域を示す図、(b)は各スペクトル取
得用波長域を示す図、(c)は(b)の蛍光スペクトルをスペクトル分離手段を介して蛍光成分
ごとに分離した各蛍光スペクトルが既知の蛍光スペクトルからシフトする状態を示すグラ
フである。



(9) JP 2011-206193 A 2011.10.20

10

20

30

40

50

【発明を実施するための形態】
【００２６】
　実施例の説明に先立ち、本発明の構成及び作用効果を概略的に説明する。
　図１は本発明の蛍光内視鏡装置全体における要部の一構成例を概略的に示すブロック図
である。図２は図１の蛍光内視鏡装置における波長選択透過手段が選択して透過させる波
長域の一例を示す図で、(a)は各蛍光検出用波長域を示す図、(b)は各スペクトル取得用波
長域を示す図、(c)は各蛍光検出用波長域がシフトする状態を示す図である。図３は図１
の蛍光内視鏡装置における分光画像を取得するタイミングの一例を示す説明図で、(a)は
波長選択透過手段が選択して透過する各波長域の光を時系列に示す図、(b)は(a)と略同時
刻に光電変換手段を介して光電変換され、各フレームメモリに記録される各波長域の光を
時系列に示す図である。図４は図１の蛍光内視鏡装置における分光画像を取得するタイミ
ングの他の例を示す説明図で、(a)は波長選択透過手段が選択して透過する各波長域の光
を時系列に示す図、(b)は(a)と略同時刻に光電変換手段を介して光電変換され、各フレー
ムメモリに記録される各波長域の光を時系列に示す図である。
【００２７】
　図１の蛍光内視鏡装置は、励起光照射手段１と、波長選択透過手段２と、光電変換手段
３と、波長選択制御手段４と、蛍光画像合成手段５と、画像表示手段６と、強度分布取得
手段７と、波長選択制御調整手段８を有している。
【００２８】
　励起光照射手段１は、例えば、図示省略した光源部に備わる励起光用光源と、図示省略
した内視鏡先端部に備わる照明光学系と、励起光用光源と照明光学系とを結ぶ図示省略し
たライトガイドとで構成されており、生体９の観察部に対して、観察部中に存在する複数
種類の蛍光物質を励起する励起光を照射する。
【００２９】
　波長選択透過手段２は、図示省略した内視鏡先端部に備えられた撮像光学系の光路に設
けられた、エタロン等の分光光学素子で構成されており、生体９の観察部から入射する光
のうち所定波長域の光を選択して透過させる。なお、撮像光学系は、波長選択透過手段２
の他に、例えば、対物光学系、結像光学系、励起光カットフィルタ、及び後述する光電変
換手段３を備えている。
【００３０】
　光電変換手段３は、図示省略した内視鏡先端部に備えられた撮像光学系の光路に設けら
れた、ＣＣＤ等の撮像素子で構成されており、波長選択透過手段２により選択されて透過
させられた光を光電変換する。光電変換された画像は、図示省略した制御ユニット内に設
けられたフレームメモリに記憶される。
【００３１】
　波長選択制御手段４は、図示省略した制御ユニット内に設けられており、波長選択透過
手段２が、例えば、図２(a)に示すような、複数種類の蛍光物質から発する複数種類の蛍
光に夫々対応する蛍光検出用波長域λａ，λｂ，λｃの光と、例えば、図２(b)に示すよ
うな、複数種類の蛍光のうちの少なくとも一種類の蛍光に対応する蛍光検出用波長域（図
２(b)では全種類の蛍光に対応する蛍光検出用波長域λａ，λｂ，λｃ）を含む所定波長
帯域内において夫々順に所定波長幅で隣り合うスペクトル取得用波長域λ１，λ２，・・
・，λｎの光とを、選択して透過させるように、波長選択透過手段２を制御する。
【００３２】
　この場合、波長選択制御手段４は、波長選択透過手段２が蛍光検出用波長域とスペクト
ル取得用波長域を選択して透過させるタイミングを、例えば、図３(a)に示すように、波
長選択透過手段２が、全ての蛍光検出用波長域λａ，λｂ，λｃの光を選択して透過させ
た後に一つのスペクトル取得用波長域の光を選択して透過させ、これら一連の処理を、全
てのスペクトル取得用波長域の光が選択して透過させられるまで繰り返すように、波長選
択透過手段２を制御する。
　なお、ここで全てのスペクトル取得用波長域の光とは、上述のように、複数種類の蛍光
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のうちの少なくとも一種類の蛍光に対応する蛍光検出用波長域を含む所定波長帯域内にお
いて夫々順に所定波長幅で隣り合う光のことである。
【００３３】
　あるいは、波長選択制御手段４は、例えば、図４(b)に示すように、波長選択透過手段
２が、全ての蛍光検出用波長域λａ，λｂ，λｃの光を選択して透過させた後に全てのス
ペクトル取得用波長域λ１，λ２，・・・，λｎの光を選択して透過させるように、波長
選択透過手段２を制御するようにしてもよい。
　ここで全てのスペクトル取得用波長域の光とは、上述のように、複数種類の蛍光のうち
の少なくとも一種類の蛍光に対応する蛍光検出用波長域を含む所定波長帯域内において夫
々順に所定波長幅で隣り合う光のことである。
【００３４】
　なお、図３、図４の例では、波長選択透過手段２により選択されて透過させられ、光電
変換手段３により光電変換された光の画像のうち、蛍光検出用波長域λａ，λｂ，λｃの
光の画像は、図示省略した制御ユニット内に設けられた蛍光画像合成用フレームメモリａ
，ｂ，ｃに夫々記憶され、スペクトル取得用波長域λ１，λ２，・・・，λｎの光の画像
は、強度分布取得用フレームメモリｄに記憶される（図３(b)、図４(b)参照）。
【００３５】
　蛍光画像合成手段５は、図示省略した制御ユニット内に設けられており、波長選択透過
手段２により選択されて透過させられ、光電変換手段３により光電変換された、蛍光検出
用波長域の光の画像を合成する。例えば、図３、図４の例では、蛍光画像合成手段５は、
蛍光画像合成用フレームメモリａ，ｂ，ｃに記憶された蛍光検出用波長域λａ，λｂ，λ
ｃの光の画像を合成する。
【００３６】
　画像表示手段６は、蛍光画像合成手段５により合成された画像を表示する。なお、画像
表示手段６は、この画像に加えて、後述する強度分布取得手段７が取得した所定波長帯域
内における光の強度分布を表示するようにしてもよい。
【００３７】
　強度分布取得手段７は、図示省略した制御ユニット内に設けられており、波長選択透過
手段２により選択されて透過させられ、光電変換手段３により光電変換された、所定波長
帯域内における各スペクトル取得用波長域の光の画像を用いて該所定波長帯域内における
光の強度分布を取得する。例えば、図３、図４の例では、強度分布取得手段７は、強度分
布取得用フレームメモリｄに記憶されたスペクトル取得用波長域λ１，λ２，・・・，λ
ｎの光の画像を用いて所定波長帯域内における光の強度分布を取得する。
【００３８】
　波長選択制御調整手段８は、図示省略した制御ユニット内に設けられており、例えば、
図２(c)に示すように、波長選択透過手段２が選択して透過させる少なくとも一種類の蛍
光に対応する蛍光検出用波長域（図２(c)では三種類の蛍光波長域λａ，λｂ，λｃ）が
、強度分布取得手段７により取得された該蛍光検出用波長域を含む所定波長帯域内におけ
る光の強度分布でのピーク波長域（図２(c)では波長域λａ’，λｂ’，λｃ’）にシフ
トするように、波長選択制御手段４による波長選択透過手段２に対する蛍光検出用波長域
の選択・透過制御を調整する。
【００３９】
　このように構成された図１の蛍光内視鏡装置では、励起光照射手段１が、生体９の観察
部に対して励起光を照射する。生体９の観察部中に存在する複数種類の蛍光物質から発す
る蛍光及び観察部で反射された光は、図示しない内視鏡先端部の撮像光学系を構成する対
物光学系、結像光学系を経由し、励起光カットフィルタで励起波長域の光がカットされて
、波長選択透過手段２に入射する。波長選択透過手段２は、波長選択制御手段４の制御に
より、入射した光のうち、例えば、図２(a)に示したような、複数種類の蛍光物質から発
する複数種類の蛍光に夫々対応する蛍光検出用波長域λａ，λｂ，λｃの光と、例えば、
図２(b)に示したような、複数種類の蛍光に対応する蛍光検出用波長域λａ，λｂ，λｃ
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を含む所定波長帯域内において夫々順に所定波長幅で隣り合うスペクトル取得用波長域λ
１，λ２，・・・，λｎの光とを、例えば、図３(a)又は図４(a)に示したようなタイミン
グで選択して透過させる。光電変換手段３は、波長選択透過手段２により選択されて透過
させられた光を光電変換し、光電変換された画像は、図示省略した制御ユニット内に設け
られたフレームメモリａ，ｂ，ｃ，ｄに、例えば、図３(b)又は図４(b)に示したようなタ
イミングで記憶される。次いで、蛍光画像合成手段５は、蛍光画像合成用フレームメモリ
ａ，ｂ，ｃに記憶された蛍光検出用波長域λａ，λｂ，λｃの光の画像を合成する。また
、強度分布取得手段７は、強度分布取得用フレームメモリｄに記憶されたスペクトル取得
用波長域λ１，λ２，・・・，λｎの光の画像を用いて所定波長帯域内における光の強度
分布を取得する。画像表示手段６は、蛍光画像合成手段５により合成された画像を表示す
る。従って、図３又は図４の例では、蛍光検出用波長域λａ，λｂ，λｃの光の画像が合
成された状態の蛍光画像が画像表示手段６を介して動画で表示され、バックでは強度分布
取得手段７を介して所定波長帯域内における光の強度分布が取得される。
【００４０】
　ここで、図１の蛍光内視鏡装置では、波長選択制御調整手段８が、図２(c)に示したよ
うに、波長選択透過手段２が選択して透過させる少なくとも一種類の蛍光に対応する蛍光
検出用波長域（図２(c)では三種類の蛍光波長域λａ，λｂ，λｃ）が、強度分布取得手
段７により取得された該蛍光検出用波長域を含む所定波長帯域内における光の強度分布で
のピーク波長域（図２(c)では波長域λａ’，λｂ’，λｃ’）にシフトするように、波
長選択制御手段４による波長選択透過手段２に対する蛍光検出用波長域の選択・透過制御
を調整する。
【００４１】
　このため、図１の蛍光内視鏡装置によれば、動画で表示される蛍光画像として、最も強
度が強く発光されている波長域での画像を表示することができ、生体９内において残渣等
により蛍光スペクトルに変動を生じても、蛍光の検出に最適な波長域にリアルタイムに変
更して、生体９内の蛍光画像を観察できる。
【００４２】
　即ち、本発明の蛍光内視鏡装置によれば、残渣や個人差等の蛍光スペクトルの変動を検
出するための蛍光スペクトルを取得することが可能となる。
　また、本発明の蛍光内視鏡装置によれば、残渣や個人差等の蛍光スペクトルの変動要因
の存在如何にかかわらず、生体組織の観察において病変部や残渣から発生する蛍光を検出
するのに最適な波長域を選定し調整することが可能となる。
【００４３】
　なお、図１の蛍光内視鏡装置においては、波長選択制御手段４は、波長選択透過手段２
が、全ての蛍光検出用波長域（例えば、図４(a)における一組の蛍光検出用波長域λａ，
λｂ，λｃ）の光を選択して透過させるように、波長選択透過手段２を制御する第一の制
御モードと、波長選択透過手段２が、全てのスペクトル取得用波長域（例えば、図４(a)
における一組のスペクトル取得用波長域λ１，λ２，・・・，λｎ）の光を選択して透過
させるように、波長選択透過手段２を制御する第二の制御モードを有し、第一の制御モー
ド、第二の制御モードのいずれかを手動での選択を介して駆動させることができるように
構成してもよい。
【００４４】
　あるいは、図１の蛍光内視鏡装置においては、波長選択制御手段４は、波長選択透過手
段２が、全ての蛍光検出用波長域（例えば、図３(a)における一組の蛍光検出用波長域λ
ａ，λｂ，λｃ）の光を選択して透過させるように、波長選択透過手段２を制御する第一
の制御モードと、波長選択透過手段２が、全ての蛍光検出用波長域（例えば、図３(a)に
おける一組の蛍光検出用波長域λａ，λｂ，λｃ）の光を選択して透過させた後に一つの
スペクトル取得用波長域（例えば、図３(a)における一組のスペクトル取得用波長域λ１
，λ２，・・・，λｎのうちの一つ）の光を選択して透過させ、これら一連の処理を、全
てのスペクトル取得用波長域（例えば、図３(a)における一組のスペクトル取得用波長域
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λ１，λ２，・・・，λｎ）の光が選択して透過させられるまで繰り返すように、波長選
択透過手段２を制御する第三の制御モードを有し、第一の制御モード、第三の制御モード
のいずれかを手動での選択を介して駆動させることができるように構成してもよい。
【００４５】
　これらの制御モードを手動で選択できるようにすれば、例えば、観察者が、内視鏡先端
部の生体内での移動量が少ない状態のときに、蛍光スペクトルを取得するように制御モー
ドを選択することで、蛍光スペクトルを取得するための各分光画像間での位置ずれを少な
く抑えることができ、蛍光スペクトルを高精度に取得することができる。また、常時、波
長選択透過手段２による全ての蛍光検出用波長域の光の選択・透過の途中に一部のスペク
トル取得用波長域の光の選択・透過を混在させるように構成した場合、内視鏡先端部の生
体内での移動量が多いときには、表示手段６が表示する蛍光画像において、波長選択透過
手段２がスペクトル取得用波長域を選択・透過させているときの蛍光画像にコマ落ちが生
じ、画像の観察が煩雑になるが、上述のように、制御モードを手動で選択できるようにす
れば、そのようなコマ落ちする蛍光画像を観察する煩雑さからも開放される。
【００４６】
　また、図１の蛍光内視鏡装置においては、さらに、強度分布取得手段７による所定波長
帯域内における光の強度分布の取得を所望する画素領域を特定する画素領域特定手段（図
示省略）を有し、強度分布取得手段７は、画素領域特定手段により特定された画素領域に
おける所定波長帯域内における光の強度分布の取得するのが好ましい。
　このようにすれば、動画が表示されている生体９の蛍光画像において、波長成分の分析
を所望する部位についてのみの詳細なスペクトル分析で足りるので、処理時間を短縮する
ことができる。
【００４７】
　また、図１の蛍光内視鏡装置においては、波長選択制御調整手段８が、波長選択制御手
段４による波長選択透過手段２に対する制御の調整を自動的に行なうように構成されてい
るのが好ましい。
　このようにすれば、観察者の操作が楽になる。
【００４８】
　また、図１の蛍光内視鏡装置においては、波長選択制御調整手段８が、波長選択制御手
段４による波長選択透過手段２に対する制御の調整を手動で行なうように構成されていて
もよい。
　このようにすれば、観察者が、所望のタイミングで随時検出波長の調整をすることがで
きる。
【００４９】
　また、図１の蛍光内視鏡装置においては、さらに、蛍光画像合成手段５により合成され
る蛍光画像の変化を用いて観察部での移動量を検出する移動量検出手段（図示省略）を有
し、波長選択制御手段４は、波長選択透過手段２が、全ての蛍光検出用波長域（例えば、
図４(a)における一組の蛍光検出用波長域λａ，λｂ，λｃ）の光を選択して透過させる
ように、波長選択透過手段２を制御する第一の制御モードと、波長選択透過手段２が、全
てのスペクトル取得用波長域（例えば、図４(a)における一組のスペクトル取得用波長域
λ１，λ２，・・・，λｎ）の光を選択して透過させるように、波長選択透過手段２を制
御する第二の制御モードを有し、移動量検出手段により検出された移動量が所定値以下の
ときに第二の制御モードを駆動し、移動量検出手段により検出された移動量が所定値を上
回るときに第一の制御モードを駆動するのが好ましい。
【００５０】
　あるいは、図１の蛍光内視鏡装置においては、さらに、蛍光画像合成手段５により合成
される蛍光画像の変化を用いて観察部での移動量を検出する移動量検出手段（図示省略）
を有し、波長選択制御手段４は、波長選択透過手段２が、全ての蛍光検出用波長域（例え
ば、図３(a)における一組の蛍光検出用波長域λａ，λｂ，λｃ）の光を選択して透過さ
せるように、波長選択透過手段２を制御する第一の制御モードと、波長選択透過手段２が
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、全ての蛍光検出用波長域（例えば、図３(a)における一組の蛍光検出用波長域λａ，λ
ｂ，λｃ）の光を選択して透過させた後に一つのスペクトル取得用波長域（例えば、図３
(a)における一組のスペクトル取得用波長域λ１，λ２，・・・，λｎのうちの一つ）の
光を選択して透過させ、これら一連の処理を、全てのスペクトル取得用波長域（例えば、
図３(a)における一組のスペクトル取得用波長域λ１，λ２，・・・，λｎ）の光が選択
して透過させられるまで繰り返すように、波長選択透過手段２を制御する第三の制御モー
ドを有し、移動量検出手段により検出された移動量が所定値以下のときに第三の制御モー
ドを駆動し、移動量検出手段により検出された移動量が所定値を上回るときに第一の制御
モードを駆動するのが好ましい。
【００５１】
　これらの蛍光内視鏡装置のように、移動量検出手段（図示省略）を介して蛍光画像の変
化を用いて観察部での移動量を検出し、移動量が所定値以下のときにスペクトル取得用波
長域を選択・透過させるようにすれば、観察者は、制御モードの選択操作をする手間をか
けずに済み、上述と同様、蛍光画像のコマ落ちの煩雑さから開放される。
【００５２】
　また、このとき、さらに、強度分布取得手段７は、移動量検出手段（図示省略）により
検出された移動量が所定値以下のときに動作するようにするのが好ましい。
　このようにすれば、取得される蛍光スペクトルの精度が高くなる。
【００５３】
　また、図１の蛍光内視鏡装置においては、さらに、蛍光画像合成手段５により合成され
る蛍光画像の変化を用いて観察部での移動量を検出する移動量検出手段（図示省略）を有
し、強度分布取得手段７は、移動量検出手段により検出された移動量が所定値以下のとき
に動作するようにするのが好ましい。
　このようにすれば、取得される蛍光スペクトルの精度が高くなる。
【００５４】
　また、図１の蛍光内視鏡装置においては、波長選択制御手段４が上述のような制御モー
ドを有していない構成であっても、さらに、強度分布取得手段７が強度分布の取得対象と
する所定波長帯域を設定可能な取得対象波長帯域設定手段（図示省略）を有するのが好ま
しい。
　このようにすれば、異なる観察対象や検査目的に応じて、所望の蛍光画像を最適な検出
波長でもって観察することができる。
【００５５】
　また、図１の蛍光内視鏡装置においては、さらに、強度分布取得手段７により取得され
た所定波長帯域内における光の強度分布を用いて、特定のスペクトルを分離するスペクト
ル分離手段（図示省略）を有するのが好ましい。
　このようにすれば、所望の蛍光物資についての最適な波長域を検出する精度が高くなる
。
【００５６】
　また、図１の蛍光内視鏡装置においては、画像表示手段６は、強度分布取得手段７によ
り取得された所定波長帯域内における光の強度分布を、蛍光画像合成手段５により合成さ
れた画像とともに表示するのが好ましい。
　このようにすれば、画面の切替え等をすることなく、生体９内の観察部における蛍光画
像の情報と蛍光スペクトル情報とを同時に観察することができる。
【００５７】
　以下、本発明の実施例にかかる蛍光内視鏡装置を、図面を用いて説明する。
　図５は本発明の各実施例の蛍光内視鏡装置に共通の構成を概略的に示すブロック図であ
る。図６は図５の蛍光内視鏡装置における撮像光学系の一構成例を示す説明図である。図
７は図５の蛍光内視鏡装置における撮像光学系内に用いられる励起光カットフィルタの波
長透過特性を示すグラフである。図８は図５の蛍光内視鏡装置における観察対象の生体中
に存在する複数種類の蛍光の分光透過率特性を示すグラフである。
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【００５８】
　図５の蛍光内視鏡装置は、光源ユニット１１と、内視鏡先端挿入部１２と、制御ユニッ
ト１３と、表示ユニット１４を有している。
　光源ユニット１１は、励起光用光源１１ａと、照明光用光源１１ｂと、光源制御回路１
１ｃを有している。
　励起光用光源１１ａは、光源（図示省略）と、励起フィルタ（図示省略）を有しており
、所定の励起用の波長域の光を発するように構成されている。
　照明光用光源１１ｂは、通常の可視波長域の光を発する光源（図示省略）で構成されて
いる。
　光源制御回路１１ｃは、例えば、円周上に励起フィルタと透明なガラス板を備えたター
レットを回転させる、或いは、励起フィルタと透明なガラス板を備えたスライダをスライ
ドさせることによって、光源ユニット１１から出射する光として、励起光用光源１１ａか
らの励起用の光と照明光用光源１１ｂからの照明光とを選択的に切替え制御することがで
きるように構成されている。
【００５９】
　内視鏡先端挿入部１２は、照明光学系１２ａと、撮像光学系１２ｂを有している。
　照明光学系１２ａは、ライトガイド１２ｃを経由した光源ユニット１１からの光を生体
組織９に照射する。
【００６０】
　そして、光源ユニット１１における励起光用光源１１ａとライトガイド１２ｃと照明光
学系１２ａは、互いに相俟って、生体９の観察部に対して、観察部中に存在する複数種類
の蛍光物質を励起する励起光を照射する、励起光照射手段１としての機能を備えている。
【００６１】
　撮像光学系１２ｂは、図６に示すように、対物光学系１２ｂ1と、結像光学系１２ｂ2と
、励起光カットフィルタ１２ｂ3と、分光光学素子１２ｂ4と、撮像素子１２ｂ5を有して
いる。
　励起光カットフィルタ１２ｂ3は、例えば、図７に示すように、４００ｎｍ～７００ｎ
ｍの波長域において、４００ｎｍ～４８０ｎｍの波長域をカットし、その他の波長域の光
を透過させる光学特性を有している。
【００６２】
　分光光学素子１２ｂ4は、エタロン等で構成されていて、波長選択透過手段２として機
能し、後述の波長選択制御手段４の制御を介して生体９の観察部から入射する光のうち所
定波長域の光を選択して透過させる。
【００６３】
　撮像素子１２ｂ5は、例えば、単板式イメージセンサからなる白黒ＣＣＤで構成されて
いて、光電変換手段３として機能し、分光光学素子１２ｂ4（波長選択透過手段２）によ
り選択されて透過させられた光を光電変換する。光電変換された画像は、図５に示す後述
の制御ユニット１３内に設けられたフレームメモリ１３ｃに記憶される。
【００６４】
　制御ユニット１３は、可変分光素子制御回路１３ａと、撮像素子制御回路１３ｂと、フ
レームメモリ１３ｃと、画像処理回路１３ｄと、波長選択制御調整回路１３ｅを有してい
る。
【００６５】
　可変分光素子制御回路１３ａは、波長選択制御手段４として機能する。
　フレームメモリ１３ｃは、蛍光画像合成用のＲフレームメモリ１３ｃ1、Ｇフレームメ
モリ１３ｃ2、Ｂフレームメモリ１３ｃ3と、強度分布取得用フレームメモリ１３ｃ4を有
している。
　蛍光画像合成用のＲフレームメモリ１３ｃ1、Ｇフレームメモリ１３ｃ2、Ｂフレームメ
モリ１３ｃ3は、夫々が、波長選択透過手段２を介して選択・透過され、光電変換手段３
を介して光電変換された、蛍光検出用波長域の光の画像を記憶する。
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　強度分布取得用フレームメモリ１３ｃ4は、波長選択透過手段２を介して選択・透過さ
れ、光電変換手段３を介して光電変換された、スペクトル取得用波長域の光の画像を記憶
する。
　撮像素子制御回路１３ｂは、撮像素子１２ｂ5（光電変換手段３）の駆動を制御する。
【００６６】
　画像処理回路１３ｄは、蛍光画像合成回路１３ｄ1と、強度分布取得回路１３ｄ2を有し
ている。
　蛍光画像合成回路１３ｄ1は、蛍光画像合成手段５として機能し、蛍光画像合成用のＲ
フレームメモリ１３ｃ1、Ｇフレームメモリ１３ｃ2、Ｂフレームメモリ１３ｃ3に記憶さ
れた各画像信号を合成する。その際、各画像信号に対して、正常組織部分と病変組織部分
とが識別し易くなるように、異なる色相の出力信号に変換する。
【００６７】
　表示ユニット１４は、画像表示手段６として機能し、蛍光画像合成回路１３ｄ1（蛍光
画像合成手段５）を介して合成された画像を表示する。なお、さらに、後述する強度分布
取得回路１３ｄ2が取得した所定波長帯域内における光の強度分布を表示するようにして
もよい。
【００６８】
　強度分布取得回路１３ｄ2は、強度分布取得手段７として機能し、分光光学素子１２ｂ4

（波長選択透過手段２）により選択されて透過させられ、撮像素子１２ｄ5（光電変換手
段３）により光電変換された、所定波長帯域内における各スペクトル取得用波長域の光の
画像を用いて該所定波長帯域内における光の強度分布を取得する。
【００６９】
　波長選択制御調整回路１３ｅは、波長選択制御調整手段８として機能し、例えば、図２
(c)に示したように、分光光学素子１２ｂ4（波長選択透過手段２）が選択して透過させる
少なくとも一種類の蛍光に対応する蛍光検出用波長域（図２(c)では三種類の蛍光波長域
λａ，λｂ，λｃ）が、強度分布取得回路１３ｄ2（強度分布取得手段７）により取得さ
れた該蛍光検出用波長域を含む所定波長帯域内における光の強度分布でのピーク波長域（
図２(c)では波長域λａ’，λｂ’，λｃ’）にシフトするように、可変分光素子制御回
路１３ａ（波長選択制御手段４）による分光光学素子１２ｂ4（波長選択透過手段２）に
対する蛍光検出用波長域の選択・透過制御を調整する。
【００７０】
　なお、以下の各実施例における観察対象の生体組織９には、４７５ｎｍより短い波長域
の励起光の照射により、図８に示すように、５００ｎｍ～６００ｎｍの波長域の蛍光を発
する蛍光薬剤が蛍光プローブとして標識されている。また、生体組織９は、この励起光の
照射により、５００ｎｍ～５５０ｎｍにおける所定波長域をピーク波長域とする４７５ｎ
ｍ～７５０ｎｍの自家蛍光を発する。また、生体組織９における残渣である便も６５０ｎ
ｍ～７００ｎｍにおける所定波長域をピーク波長域とする４７５ｎｍ～７５０ｎｍの蛍光
を発する。なお、これらの蛍光のスペクトル形状は、被検者の個人差、体調（残渣の量、
出血の有無等）によって変化する。
【００７１】
　なお、撮像素子１２ｂ5は、例えば、モザイクフィルタ（図示省略）と、単板式イメー
ジセンサ（図示省略）とを備えたカラーＣＣＤで構成しても良い。
　その場合、モザイクフィルタは、例えば、Ｒ（５７５ｎｍ～６９５ｎｍ）の波長域の光
を透過させるフィルタ（図示省略）、Ｇ（４６０ｎｍ～６００ｎｍ）の波長域の光を透過
させるフィルタ（図示省略）、Ｂ（３８０ｎｍ～４９０ｎｍ）の波長域の光を透過させる
フィルタ（図示省略）を、モザイク状に多数配置して構成すると良い。
　また、単板式イメージセンサは、夫々の画素が、モザイクフィルタを構成するＲ（５７
５ｎｍ～６９５ｎｍ）の波長域の光を透過させるフィルタ、Ｇ（４６０ｎｍ～６００ｎｍ
）の波長域の光を透過させるフィルタ、Ｂ（３８０ｎｍ～４９０ｎｍ）の波長域の光を透
過させるフィルタに対応し、モザイクフィルタを介して分離された画像の光を異なる画素
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によって別々に取得するように構成すると良い。
【００７２】
　また、その場合、蛍光画像合成用のＲフレームメモリ１３ｃ1、Ｇフレームメモリ１３
ｃ2、Ｂフレームメモリ１３ｃ3は、夫々が、モザイクフィルタを構成するＲ（５７５ｎｍ
～６９５ｎｍ）の波長域の光を透過させるフィルタ、Ｇ（４６０ｎｍ～６００ｎｍ）の波
長域の光を透過させるフィルタ、Ｂ（３８０ｎｍ～４９０ｎｍ）の波長域の光を透過させ
るフィルタに対応し、モザイクフィルタを介して分離され対応する夫々の画素で取得され
た各画像信号を、別々に記憶するように構成すると良い。
【００７３】
　図９は図５の蛍光内視鏡装置を用いて取得した画像とスペクトルとの関係を示す説明図
で、(a)は蛍光画像合成用の各フレームメモリ１３ｃ1，１３ｃ2，１３ｃ3に記憶された三
種類の蛍光検出用波長域の光の画像、及びそれらの画像を蛍光画像合成手段５を介して合
成し画像表示手段６で表示したときの画像を示す図、(b)は強度分布取得用フレームメモ
リ１３ｃ4に記憶された所定波長帯域にわたるスペクトル取得用波長域の光の画像、及び
それらの画像を用いて強度分布取得手段７を介して取得された所定の画像位置での蛍光ス
ペクトルを示すグラフである。なお、図５の蛍光内視鏡装置は、上述した画素領域特定手
段（図示省略）を備えており、図９においては、便宜上、図９(a)に画像表示手段６が表
示した生体９の蛍光画像内において生体組織９を標識した蛍光薬剤が強く発光する部位（
画素領域）と、生体組織９における残渣である便の蛍光が強く発光する部位（画素領域）
が特定された状態を示し、図９(b)に図９(a)において夫々特定された画素領域における生
体組織９を標識した蛍光薬剤の蛍光スペクトルと、生体組織９における残渣である便の蛍
光スペクトルを示してある。
【００７４】
　また、各実施例の蛍光内視鏡装置は、図１の蛍光内視鏡装置において述べたようなスペ
クトル分離手段（不図示）を備えている。
　スペクトル分離手段は、制御ユニット１３の内部に設けられた制御回路であり、例えば
、分光推定・アンミキシング（Ｕｎｍｉｘｉｎｇ）等の手法を用いて、多重化された蛍光
画像から各蛍光色素の濃度を算出することで個々の蛍光を分離することができるように構
成されている。
　スペクトル分離手段を用いると、所望の蛍光物資についての最適な波長域を検出する精
度が高くなる。
【００７５】
　ここで、Ｕｎｍｉｘｉｎｇによる蛍光の分離手順を、図１０を用いて概念的に説明して
する。
　図１０は強度分布取得手段７を介して取得した複数種類の蛍光成分が混在する蛍光スペ
クトルを蛍光成分ごとに分離する手法を概念的に示す説明図で、(a)は予め生体に含まれ
ることが判明している、生体由来の自家蛍光、生体を標識する蛍光薬剤から発する蛍光の
夫々のスペクトルを示すグラフ、(b)は強度分布取得手段７が取得した蛍光スペクトルの
一例を示すグラフ、(c)は(b)の蛍光スペクトルをスペクトル分離手段を介して蛍光成分ご
とに分離した蛍光スペクトルを示すグラフである。なお、ここでは、生体組織９に二種類
の蛍光色素（生体由来の自家蛍光、蛍光薬剤）が存在することが判明しているものとする
。
【００７６】
　まず、予め測定対象である生体組織９中に存在する個々の蛍光色素の蛍光スペクトルを
所定の基準濃度で測定する。ここで、図１０(a)は二種類の蛍光色素の基準濃度での蛍光
スペクトルの一例を示している。
　次いで、二種類の蛍光色素が存在することが判明している生体組織９の蛍光スペクトル
を測定する。図１０(b)は強度分布取得手段７を介して取得された生体組織９の蛍光スペ
クトルの一例を示している。
　次いで、図１０(a)に示す二種類の蛍光色素の夫々の基準濃度での蛍光スペクトルの測
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が得られるための二種類の蛍光色素の濃度を演算し、演算結果から各蛍光色素の蛍光スペ
クトルを分離する。図１０(c)は、図１０(b)に示されている生体組織９の蛍光スペクトル
の測定データを、夫々所定の濃度の二種類の蛍光色素の蛍光スペクトルに分離した例を模
式的に示している。
【００７７】
　次に、Ｕｎｍｉｘｉｎｇにおける各蛍光色素の濃度の演算方法について説明する。
　測定対象の波長λｎでの信号強度Ｉall（λｎ）は、各蛍光色素の波長λｎでの信号強
度の合計であり、次の式（１）のように表すことができる。
　　　Ｉall（λｎ）＝Ｉ１（λｎ）＋Ｉ２（λｎ）・・・＋Ｉｍ（λｎ）　…（１）
　但し、Ｉ１は蛍光色素１から得られる波長λｎでの信号強度、Ｉ２は蛍光色素２から得
られる波長λｎでの信号強度、Ｉｍは蛍光色素ｍから得られる波長λｎでの信号強度であ
る。
【００７８】
　ところで、蛍光色素から得られる信号強度は蛍光色素の濃度に比例する。従って、測定
対象中にｍ種類の蛍光色素が存在する場合、波長λｎでの各蛍光色素から得られる信号強
度は、次の式（２ａ）～（２ｃ）のように表すことができる。
　　　Ｉ１（λｎ）＝ａ１（λｎ）＊Ｄ１　　　　　　　　　　　　　  　…（２ａ）
　但し、Ｄ１は蛍光色素１の濃度、ａ１（λｎ）は蛍光色素１の基準濃度での波長λｎで
の係数である。
　　　Ｉ２（λｎ）＝ａ２（λｎ）＊Ｄ２　　　　　　　　　　　　　 　 …（２ｂ）
　但し、Ｄ２は蛍光色素２の濃度、ａ２（λｎ）は蛍光色素２の基準濃度での波長λｎで
の係数である。
　　　Ｉｍ（λｎ）＝ａｍ（λｎ）＊Ｄｍ　　　　　　　　　　　　　    …（２ｃ）
　但し、Ｄｍは蛍光色素ｍの濃度、ａｍ（λｎ）は蛍光色素ｍの基準濃度での波長λｎで
の係数である。
【００７９】
　これらの式（２ａ）～（２ｃ）より、測定対象中にｍ種類の蛍光色素が存在すると想定
される場合におけるｎ種類の波長λ１～波長λｎでの測定対象の信号強度は、例えば、次
の行列式（３）で表すことができる。

【００８０】
　ここで、行列式（３）の左辺の

は測定対象の分光スペクトルを示す。
【００８１】
　また、行列式（３）の右辺における
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は各蛍光色素の基準濃度での蛍光スペクトルを示している。
【００８２】
　そこで、次の行列式（４）を解くことで、各蛍光色素の濃度Ｄ１，Ｄ２，…，Ｄｍが求
まる。

　なお、上記行列式において、分光画像の種類と蛍光色素の種類とが同数（即ち、ｎ＝ｍ
）場合は、式の数と蛍光色素の濃度の種類とが同数となるので、一意的に行列式を解くこ
とができる。また、分光画像の種類が蛍光色素の種類よりも多い（即ち、ｎ＞ｍ）場合は
、式の数が蛍光色素の濃度の種類よりも多くなるが、この場合は最小２乗法を用いること
で行列式を解くことができる。これに対し、分光画像の種類が蛍光色素の種類よりも少な
い（即ち、ｎ＜ｍ）場合は、式の数が蛍光色素の濃度の種類よりも少なくなるため、行列
式を解くことができない。
　従って、Ｕｎｍｉｘｉｎｇの手法は、分光画像の種類を蛍光色素の種類以上（即ち、ｎ
≧ｍ）にすることが前提となる。
【００８３】
　このようにスペクトル分離手段を用いて既知の蛍光成分の蛍光スペクトルを分離する。
また、このとき、強度分布取得手段７を介して検出された複数種類の蛍光成分が混在する
蛍光スペクトルから、既知の蛍光成分の蛍光スペクトルを分離することで、未知の蛍光成
分（ここでは、残滓の蛍光成分）の蛍光スペクトルも推定できる。
　なお、既知の蛍光成分の蛍光スペクトル特性（又は特徴点）は、内視鏡先端挿入部１２
、又は制御ユニット１３内のメモリー（図示省略）に予め登録しておいても良い。
【００８４】
　波長選択制御調整回路１３ｅ（波長選択制御調整手段８）は、スペクトル分離手段によ
り分離された各蛍光成分のスペクトルにおいて極値を形成する波長域を、強度分布取得回
路１３ｄ2（強度分布取得手段７）により取得された該蛍光検出用波長域を含む所定波長
帯域内における光の強度分布でのピーク波長域として抽出する。そして、分光光学素子１
２ｂ4（波長選択透過手段２）が選択して透過させる少なくとも一種類の蛍光に対応する
蛍光検出用波長域（図２(c)では三種類の蛍光検出用波長域λａ，λｂ，λｃ）が、抽出
したピーク波長域と一致しないときに、蛍光検出用波長域をピーク波長域（図２(c)では
波長域λａ’，λｂ’，λｃ’）にシフトするように、可変分光素子制御回路１３ａ（波
長選択制御手段４）による分光光学素子１２ｂ4（波長選択透過手段２）に対する蛍光検
出用波長域の選択・透過制御を調整する。
【００８５】
　その他の基本的な構成及び作用効果は、図１を用いて説明した蛍光内視鏡装置と略同じ
である。
【００８６】
実施例１
　図１１は実施例１にかかる蛍光内視鏡装置における波長選択透過手段２が選択して透過
させる波長域の一例を示す図で、(a)は各蛍光検出用波長域を示す図、(b)は各スペクトル
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取得用波長域を示す図、(c)は一つの蛍光検出用波長域がシフトする状態を示す図である
。図１２は実施例１の蛍光内視鏡装置における分光画像を取得するタイミングの一変形例
を示す説明図で、(a)は波長選択透過手段２が選択して透過する各波長域の光を時系列に
示す図、(b)は(a)と略同時刻に光電変換手段を介して光電変換され、各フレームメモリ１
３ｃ1，１３ｃ2，１３ｃ3，１３ｃ4に記録される各波長域の光を時系列に示す図である。
図１３は実施例１の蛍光内視鏡装置において画像表示手段６に表示される蛍光画像と、強
度分布取得手段７を介して取得される蛍光スペクトルを示す説明図で、(a)は蛍光画像合
成用の各フレームメモリ１３ｃ1，１３ｃ2，１３ｃ3に記憶された三種類の蛍光検出用波
長域の光の画像を蛍光画像合成手段５を介して合成し画像表示手段６で表示したときの画
像を示す図、(b)は(a)の蛍光画像において画素領域特定手段を介して特定された画素領域
での強度分布取得手段７を介して取得された残渣の蛍光スペクトルのピーク波長域が既知
の蛍光スペクトルのピーク波長域からシフトした状態を示すグラフである。
【００８７】
　実施例１の蛍光内視鏡装置の基本的な構成は、図５～図１０を用いて説明したとおりで
ある。
　実施例１の蛍光内視鏡装置では、波長選択制御手段４は、波長選択透過手段２が、図１
１に示すように、図８に示した三種類の蛍光物質から発する三種類の蛍光（自家蛍光、蛍
光薬剤から発する蛍光、残渣である便の蛍光）に夫々対応する蛍光検出用波長域λａ，λ
ｂ，λｃの光と、蛍光検出用波長域λａ，λｂ，λｃを含む４９０ｎｍ～７３０ｎｍの波
長帯域内において夫々順に所定波長幅で隣り合うスペクトル取得用波長域λ１，λ２，・
・・，λｎの光とを、選択して透過させるように、波長選択透過手段２を制御する。
【００８８】
　また、波長選択制御手段４は、波長選択透過手段２が蛍光検出用波長域とスペクトル取
得用波長域とを選択して透過させるタイミングを、図３(a)に示したように、波長選択透
過手段２が、全ての蛍光検出用波長域λａ，λｂ，λｃの光を選択して透過させた後に一
つのスペクトル取得用波長域の光を選択して透過させ、これら一連の処理を、全てのスペ
クトル取得用波長域の光が選択して透過させられるまで繰り返すように、波長選択透過手
段２を制御する。即ち、動画でＲＧＢの３フレーム１３ｃ1，１３ｃ2，１３ｃ3で蛍光画
像を取得した後に、蛍光スペクトル取得用フレーム１３ｃ4で一つの分光画像を取得する
。
　そして、実施例１の蛍光内視鏡装置は、このような波長選択制御手段４の制御により、
蛍光画像の動画を取得して表示しながら、バックで蛍光スペクトルを取得する。
【００８９】
　なお、波長選択制御手段４は、波長選択透過手段２が蛍光検出用波長域とスペクトル取
得用波長域を選択して透過させるタイミングを、図４(a)に示したように、波長選択透過
手段２が、全ての蛍光検出用波長域λａ，λｂ，λｃの光を選択して透過させた後に全て
のスペクトル取得用波長域λ１，λ２，・・・，λｎの光を選択して透過させるように、
波長選択透過手段２を制御するようにしてもよい。例えば、内視鏡先端部１２を生体内で
静止させた時に、上述した移動量検出手段（図示省略）を介して自動的に、又は手動によ
り、一括で蛍光スペクトルを取得するようにしてもよい。
　この場合、動画用の蛍光画像は、蛍光画像合成用のフレームメモリ１３ｃ1，１３ｃ2，
１３ｃ3に記憶させておく。そして、画像表示手段６は、スペクトル画像を取得している
間、その記憶させた蛍光画像をコマ送りあるいは静止画で表示する。
【００９０】
　さらには、図１２に示すように、観察者が注力した所望のタイミングで、スペクトル画
像を取得するようにしてもよい。
　即ち、波長選択制御手段４は、例えば、波長選択透過手段２が、全ての蛍光検出用波長
域（例えば、図３(a)における一組の蛍光検出用波長域λａ，λｂ，λｃ）の光を選択し
て透過させるように、波長選択透過手段２を制御する第一の制御モードと、波長選択透過
手段２が、全ての蛍光検出用波長域（例えば、図３(a)における一組の蛍光検出用波長域
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λａ，λｂ，λｃ）の光を選択して透過させた後に一つのスペクトル取得用波長域（例え
ば、図３(a)における一組のスペクトル取得用波長域λ１，λ２，・・・，λｎのうちの
一つ）の光を選択して透過させ、これら一連の処理を、全てのスペクトル取得用波長域（
例えば、図３(a)における一組のスペクトル取得用波長域λ１，λ２，・・・，λｎ）の
光が選択して透過させられるまで繰り返すように、波長選択透過手段２を制御する第三の
制御モードを有し、第一の制御モード、第三の制御モードのいずれかを手動での選択を介
して駆動させることができるように構成してもよい。
【００９１】
　また、波長選択制御手段４は、上記のような蛍光画像の動画のみを表示するモードと、
蛍光画像の動画表示を行うとともにバックでスペクトル画像を取得するモードとを自動で
切替えて駆動するように構成してもよい。
【００９２】
　また、実施例１の蛍光内視鏡装置は、図１３(a)に示すように、表示ユニット４が表示
した蛍光画像の画面内において、画素領域特定手段を介して観察者がスペクトル表示を所
望する部位を手動で入力指示できるようになっている。入力指示は、例えば画面上のポイ
ンタや領域を示す枠線などを図示しないキーボードやマウスを用いて操作して行う。なお
、図１３(a)では、残渣の蛍光を強く発する部位の画素領域が特定された状態を示してい
る。
　そして、実施例１の蛍光内視鏡装置では、強度分布取得手段７は、図１３(b)に示すよ
うに、画素領域特定手段により特定された画素領域での所定波長帯域内における光の強度
分布を取得するようになっている。
【００９３】
　また、実施例１の蛍光内視鏡装置は、例えば、図１３(b)に示すように、図１３(a)の蛍
光画像において画素領域特定手段を介して特定された画素領域での強度分布取得手段７を
介して取得された残渣の蛍光スペクトルのピーク波長域が既知の残渣の蛍光スペクトルの
ピーク波長域からシフトしたときに、波長選択制御調整手段８は、波長選択透過手段２が
選択・透過させる残渣の蛍光に対応する蛍光検出用波長域λｃが、強度分布取得手段７を
介して取得された残渣の蛍光スペクトルのピーク波長域λｃ’にシフトするように、波長
選択制御手段４による波長選択透過手段２に対する蛍光検出用波長域の選択・透過制御を
自動的に調整するように構成されている。
【００９４】
　その際、残渣の蛍光スペクトルは、図示省略したスペクトル分離手段が、既知の生体由
来の自家蛍光スペクトル、蛍光薬剤の蛍光スペクトルの基準値を用い、分光推定・ＵＮＭ
ＩＸＩＮＧの手法を用いて推定することによって強度分布取得手段７が取得した蛍光スペ
クトルから分離する。また、分離した各蛍光成分のスペクトルのピーク値から各蛍光成分
に対応する蛍光検出用波長域λａ，λｂ，λｃのシフト量を検出する。
【００９５】
実施例２
　図１４は実施例２にかかる蛍光内視鏡装置における波長選択透過手段２が選択して透過
させる波長域の一例を示す図で、(a)は各蛍光検出用波長域を示す図、(b)は所定のスペク
トル取得用波長域を示す図である。図１５は実施例２の蛍光内視鏡装置において画像表示
手段６により表示される、蛍光画像及び強度分布取得手段７を介して取得される蛍光スペ
クトルを示す説明図で、左側は蛍光画像合成用の各フレームメモリ１３ｃ1，１３ｃ2，１
３ｃ3に記憶された三種類の蛍光検出用波長域の光の画像を蛍光画像合成手段５を介して
合成し画像表示手段６で表示したときの画像、右側は画像表示手段６に表示された画像に
おいて画素領域特定手段を介して特定された画素領域における、強度分布取得手段７を介
して取得された残渣の蛍光スペクトルのピーク波長域が既知の蛍光スペクトルのピーク波
長域からシフトした状態を示している。
【００９６】
　実施例２の蛍光内視鏡装置では、波長選択制御手段４は、波長選択透過手段２が、図１
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４に示すように、図８に示した三種類の蛍光物質から発する三種類の蛍光（自家蛍光、蛍
光薬剤から発する蛍光、残渣である便の蛍光）に夫々対応する蛍光検出用波長域λａ，λ
ｂ，λｃの光と、蛍光検出用波長域λｃを含む６３０ｎｍ～７０５ｎｍの波長帯域内にお
いて夫々順に所定波長幅で隣り合うスペクトル取得用波長域λ１，λ２，・・・，λｎの
光とを、選択して透過させるように、波長選択透過手段２を制御するように構成されてい
る。
【００９７】
　また、画像表示手段６は、図１５に示すように、強度分布取得手段７により取得された
６３０ｎｍ～７０５ｎｍの波長帯域内における光の強度分布を、蛍光画像合成手段５によ
り合成された画像とともに表示するように構成されている。
【００９８】
　また、実施例２の蛍光内視鏡装置では、波長選択制御調整手段８は、波長選択制御手段
４による波長選択透過手段２に対する蛍光検出用波長域の選択・透過制御の調整を実施例
１の蛍光内視鏡装置と同様、自動的に行なうように構成されている。例えば、図１５にお
ける右側のグラフに示すように、図１５の左側に示される蛍光画像において画素領域特定
手段を介して特定された画素領域での強度分布取得手段７を介して取得された残渣の蛍光
スペクトルのピーク波長域λｃ’が既知の残渣の蛍光スペクトルのピーク波長域λｃから
シフトしたときは、波長選択制御調整手段８は、波長選択透過手段２が選択・透過させる
残渣の蛍光に対応する蛍光検出用波長域が、強度分布取得手段７を介して取得された残渣
の蛍光スペクトルのピーク波長域λｃ’にシフトするように、波長選択制御手段４による
波長選択透過手段２に対する蛍光検出用波長域の選択・透過制御を調整する。
　このように、残渣だけの波長シフトに注目すべき場合には、スペクトル取得用波長域を
蛍光検出用波長域λｃを含む６３０ｎｍ～７０５ｎｍの波長帯域内に限定することで、ス
ペクトル取得にかかる時間を削減でき、蛍光画像のコマ落ちを低減させることが出来る。
　その他の構成及び作用効果は実施例１の蛍光内視鏡装置と略同じである。
【００９９】
実施例３
　図１６は実施例３にかかる蛍光内視鏡装置における波長選択透過手段２が選択して透過
させる波長域の一例を示す図で、(a)は各蛍光検出用波長域を示す図、(b)は各スペクトル
取得用波長域を示す図である。
【０１００】
　実施例３の蛍光内視鏡装置では、波長選択制御手段４は、波長選択透過手段２が、図１
６に示すように、図８に示した三種類の蛍光物質から発する三種類の蛍光（自家蛍光、蛍
光薬剤から発する蛍光、残渣である便の蛍光）に夫々対応する蛍光検出用波長域λａ，λ
ｂ，λｃの光と、蛍光検出用波長域λａ，λｂを含む４９０ｎｍ～５６５ｎｍの波長帯域
内において夫々順に所定波長域で隣り合うスペクトル取得用波長域λ１，λ２，・・・の
光又は蛍光検出用波長域λｃを含む６４５ｎｍ～７１５ｎｍの波長帯域内において夫々順
に所定波長幅で隣り合うスペクトル取得用波長域・・・，λｎの光とを、選択して透過さ
せるように、波長選択透過手段２を制御する。
【０１０１】
　また、実施例３の蛍光内視鏡装置では、波長選択制御調整手段８は、波長選択制御手段
４による波長選択透過手段２に対する蛍光検出用波長域の選択・透過制御の調整を手動で
行なうように構成されている。例えば、図１５における右側のグラフに示すように、図１
５の左側に示される蛍光画像において画素領域特定手段を介して特定された画素領域での
強度分布取得手段７を介して取得された残渣の蛍光スペクトルのピーク波長域λｃ’が既
知の残渣の蛍光スペクトルのピーク波長域λｃからシフトしたときは、観察者が、その画
面上でのシフトポイント（図１５の右側のグラフにおけるλｃ’で示される部分）を、図
示しないキーボードやマウスを用いて手動により入力したときに、波長選択制御調整手段
８は、波長選択透過手段２が選択・透過させる残渣の蛍光に対応する蛍光検出用波長域が
、強度分布取得手段７を介して取得された残渣の蛍光スペクトルのピーク波長域λｃ’を
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含む所定波長域にシフトするように、波長選択制御手段４による波長選択透過手段２に対
する蛍光検出用波長域の選択・透過制御を調整する。
　その他の構成及び作用効果は実施例２の蛍光内視鏡装置と略同じである。
【０１０２】
実施例４
　図１７は実施例４にかかる蛍光内視鏡装置における波長選択透過手段２が選択して透過
させる各蛍光検出用波長域の一例を示す図で、二種類の蛍光検出用波長域がシフトする状
態を示す図である。図１８は実施例４の蛍光内視鏡装置において画像表示手段６に表示さ
れる蛍光画像と、強度分布取得手段７を介して取得される蛍光スペクトルと、スペクトル
分離手段を介して分離される蛍光スペクトルを示す説明図で、(a)は蛍光画像合成用の各
フレームメモリ１３ｃ1，１３ｃ2，１３ｃ3に記憶された三種類の蛍光検出用波長域の光
の画像を蛍光画像合成手段５を介して合成し画像表示手段６で表示したときの画像を示す
図、(b)は(a)の画像において画素領域特定手段を介して特定された画素領域における、強
度分布取得手段７を介して取得された蛍光スペクトルを示すグラフ、(c)は(b)の蛍光スペ
クトルをスペクトル分離手段を介して蛍光成分ごとに分離した蛍光スペクトルを示すグラ
フである。
【０１０３】
　実施例４の蛍光内視鏡装置では、波長選択制御手段４を介して波長選択透過手段２が選
択して透過させる波長域は、図１１(a)，(b)に示した実施例１の蛍光内視鏡装置と同様で
あるが、実施例４では残渣の蛍光スペクトルにおけるピーク波長の他に、例えば、血流等
、残渣以外の影響により他の蛍光成分の蛍光スペクトルにおけるピーク波長（図１７の例
では生体由来の自家蛍光スペクトル）が夫々の既知のピーク波長からシフトしたときに、
波長選択制御調整手段８は、波長選択透過手段２が選択・透過させる残渣の蛍光に対応す
る蛍光検出用波長域λｃとともに生体由来の自家蛍光に対応する蛍光検出用波長域λａが
、強度分布取得手段７を介して取得された残渣の蛍光スペクトルのピーク波長域λｃ’と
ともに生体由来の自家蛍光スペクトルのピーク波長域λａ’にシフトするように、波長選
択制御手段４による波長選択透過手段２に対する蛍光検出用波長域の選択・透過制御を自
動的に調整するように構成されている。
【０１０４】
　なお、図１０に示したように、生体由来の自家蛍光のピーク波長域近傍においては、蛍
光薬剤の蛍光や残渣の蛍光も比較的強い強度で発光している。そこで、実施例４の蛍光内
視鏡装置では、自家蛍光スペクトルのピーク波長域を高精度に検出するために、スペクト
ル分離手段（不図示）が、強度分布取得手段７を介して取得した蛍光スペクトルを夫々の
蛍光成分の蛍光スペクトルに分離する。
【０１０５】
　スペクトル分離手段は、例えば、図１８(a)に示される蛍光画像において画素領域特定
手段を介して特定された画素領域での、強度分布取得手段７を介して取得された蛍光スペ
クトル（図１８(b)参照）から、複数の蛍光成分（生体由来の蛍光成分、蛍光薬剤由来の
蛍光成分）の蛍光スペクトルを分離する。即ち、上述した分光推定・アンミキシング（Ｕ
ｎｍｉｘｉｎｇ）等の手法を用いて所定の演算を行い、夫々の蛍光成分の蛍光スペクトル
を分離する。
【０１０６】
　そして、分離した各蛍光スペクトルのピーク波長のうち、残渣の蛍光スペクトルにおけ
るピーク波長と、生体由来の蛍光成分の蛍光スペクトルにおけるピーク波長が、夫々の既
知の蛍光スペクトルにおけるピーク波長からシフトした場合、波長選択制御調整手段８は
、上述したように、波長選択透過手段２が選択・透過させる残渣の蛍光に対応する蛍光検
出用波長域λｃ、生体由来の自家蛍光に対応する蛍光検出用波長域λａが、夫々、所定波
長域λｃ’、所定波長域λａ’にシフトするように、波長選択制御手段４による波長選択
透過手段２に対する蛍光検出用波長域の選択・透過制御を自動的に調整する。
【０１０７】
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　なお、実施例４の蛍光内視鏡装置では、実施例１の蛍光内視鏡装置と同様、画素領域特
定手段を介して観察者がスペクトル表示を所望する部位を手動で入力指示できるが、強度
分布取得手段７、スペクトル分離手段等を介した蛍光スペクトル取得、分離、及びピーク
波長域の検出や、波長選択制御調整手段８を介した波長選択制御手段４による波長選択透
過手段２に対する蛍光検出用波長域の選択・透過制御の調整（即ち、蛍光検出用波長域を
検出したピーク波長域へのシフト）は自動的に行うように構成されている。
　その他の構成及び作用効果も実施例１の蛍光内視鏡装置と略同じである。
【０１０８】
　なお、実施例４の蛍光内視鏡装置では、実施例２、３の蛍光内視鏡装置と同様、画像表
示手段６を、強度分布取得手段７により取得され、スペクトル分離手段を介して分離され
た各蛍光成分の光の強度分布を蛍光画像合成手段５により合成された画像とともに表示す
るように構成してもよい。
　また、実施例４の蛍光内視鏡装置では、実施例３の蛍光内視鏡装置と同様、波長選択制
御調整手段８を、波長選択制御手段４による波長選択透過手段２に対する蛍光検出用波長
域の選択・透過制御の調整を手動で（即ち、観察者が、その画面上でのピーク波長域のシ
フトポイントを、図示しないキーボードやマウスを用いて手動により入力したときに）行
なうように構成してもよい。
【０１０９】
実施例５
　実施例５の蛍光内視鏡装置では、画像表示手段６が、強度分布取得手段７により取得さ
れた蛍光成分の光の強度分布を複数の蛍光成分の蛍光スペクトルが混在した状態のまま、
蛍光画像合成手段５により合成された画像とともに表示するように構成されている。
　なお、波長選択制御手段４を介して波長選択透過手段２が選択して透過させる波長域は
、図１１(a)，(b)に示した実施例１の蛍光内視鏡装置と同様である。
　また、実施例５の蛍光内視鏡装置では、実施例３の蛍光内視鏡装置と同様、波長選択制
御調整手段８が、波長選択制御手段４による波長選択透過手段２に対する蛍光検出用波長
域の選択・透過制御の調整を手動で（即ち、観察者が、その画面上でのピーク波長域のシ
フトポイントを、図示しないキーボードやマウスを用いて手動により入力したときに）行
なうように構成されている。
　その他の構成及び作用効果は、実施例３の蛍光内視鏡装置と略同じである。
【０１１０】
実施例６
　実施例６の蛍光内視鏡装置は、画像表示装置６に表示される画像の各画素に対し、強度
分布取得手段７を介した蛍光スペクトルの取得、取得された蛍光スペクトルからのスペク
トル分離手段を介した各蛍光成分の蛍光スペクトルの分離、波長選択制御調整手段８を介
した各蛍光成分の蛍光スペクトルにおけるピーク波長域の抽出、ピーク波長域への蛍光検
出用波長域のシフト量の算出、及び算出したシフト量での蛍光検出用波長域のシフトを全
て自動的に行うように構成されている。
【０１１１】
　なお、波長選択制御調整手段８は、波長選択制御手段４の制御による波長選択透過手段
２が選択・透過させる蛍光検出用波長域へのシフト調整の対象となる画素領域を、例えば
、次のようにして決定する。
　図１９は実施例６の蛍光内視鏡装置における、波長選択制御調整手段８を介した波長選
択制御手段４の制御による波長選択透過手段２が選択・透過させる蛍光検出用波長域への
シフト調整の対象となる画素領域の決定手法の例を示す説明図で、(a)は強度分布取得手
段７、スペクトル分離手段を介して取得、分離された、各蛍光成分の蛍光スペクトルにお
いて輝度値がピークとなる波長域及びその画素数の一例を示す図、(b)は強度分布取得手
段７、スペクトル分離手段を介して取得、分離された、各蛍光成分の蛍光スペクトルにお
いて輝度値がピークとなる波長域及びその画素数の他の例を示す図である。
【０１１２】
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　各画素での各波長の輝度値をＹとすると、輝度値Ｙは次の式（５）のように示すことが
できる。
　　　Ｙ＝ｆ（λ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（５）
　なお、波長選択透過手段２は所定の波長幅をもって強度分布取得用の波長域を選択・透
過するため、強度分布取得手段７で取得される蛍光スペクトルには、輝度値が得られてい
ない波長域が間歇的に存在しうるが、そのような波長域における輝度値は輝度値が得られ
ている波長間のスプライン処理等で補間することができる。
　また、輝度値Ｙには、強度分布取得手段７で取得した各蛍光成分が混在した状態の蛍光
スペクトルの輝度値、さらにはスペクトル分離手段を介して分離した各蛍光成分の蛍光ス
ペクトルの輝度値、のいずれも用いることができる。
【０１１３】
　輝度値がピークとなる波長域では蛍光スペクトルは極値となる。そこで、波長選択制御
調整手段８は、観察者が画素領域特定手段を介して特定した画素領域又は全画素領域にお
いて、蛍光スペクトルの極値（ｄｙ／ｄλ＝ｄｆ(λ)／ｄλ＝０）となる波長域を算出す
る。
　次いで、波長選択制御調整手段８は、各蛍光成分の蛍光スペクトルにおいて極値のうち
極大値となる波長域ごとに画素数ｚを算出する。画素数ｚは次の式（６）のように示すこ
とができる。
　　　ｚ＝ｇ（λ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（６）
　さらに、波長選択制御調整手段８は、各蛍光成分の蛍光スペクトルの基準となる既知の
蛍光成分の蛍光スペクトルにおけるピーク波長域からの波長シフトの有無及び波長シフト
があった場合のシフト量を算出する。
【０１１４】
　次いで、波長選択制御調整手段８は、第一の例として、蛍光検出用波長域へのシフト調
整の対象となる画素領域を、閾値を用いて次のように決定する。
　全画素数をＳｏとしたとき、例えば、図１９(a)に示されている輝度値が極大値となる
波長域λｃ’の画素数ｇ（λｃ’）が次の式（７）を満足したときのみ、シフト調整の対
象となる画素領域として決定し、蛍光検出用波長領域を基準となる既知の波長域λｃを含
む所定波長域からλｃ’を含む所定波長域にシフトするように、波長選択制御手段４によ
る波長選択透過手段２の選択・透過の制御を調整する。
　　　０．１＜ｇ（λ）／Ｓｏ　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（７）
【０１１５】
　また、波長選択制御調整手段８は、第二の例として、蛍光検出用波長域へのシフト調整
の対象となる画素領域を、次のように決定してもよい。
　例えば、図１９(b)に示されている波長域λａ’，λｂ’，λｃ’夫々の画素数ｇ（λ
ａ’），ｇ（λｂ’），ｇ（λｃ’）のうち、次の式（８ａ），（８ｂ），（８ｃ）のい
ずれかを満足する、各蛍光成分の蛍光スペクトルの基準となる既知の蛍光成分の蛍光スペ
クトルにおけるピーク波長域λａ，λｂ，λｃ夫々の画素数ｇ（λａ），ｇ（λｂ），ｇ
（λｃ）を上回るピーク波長域のみ、シフト調整の対象となる画素領域として決定し、蛍
光検出用波長領域を基準となる既知の波長域λａ（λｂ或いはλｃ）を含む所定波長域か
らλａ’（λｂ’或いはλｃ’）を含む所定波長域にシフトするように、波長選択制御手
段４による波長選択透過手段２の選択・透過の制御を調整する。
　　　ｇ（λａ）＜ｇ（λａ’）　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（８ａ）
　　　ｇ（λｂ）＜ｇ（λｂ’）　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（８ｂ）
　　　ｇ（λｃ）＜ｇ（λｃ’）　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（８ｃ）
　その他の構成及び作用効果は、実施例４の蛍光内視鏡装置と略同じである。
　なお、蛍光検出用波長域へのシフト調整の対象となる画素領域を、観察者が蛍光画像の
注目すべき領域をタッチしたり、図示しないキーボードやマウスを用いて手動により入力
して決定しても良い。
【０１１６】
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　また、実施例１～実施例６では、三種類の蛍光成分の蛍光スペクトル、蛍光検出用波長
域について説明したが、本発明の蛍光内視鏡装置は、蛍光成分の数、蛍光検出用波長域は
これらに限定されるものではなく、さらに多数の蛍光成分、蛍光検出用波長域を備えた構
成にも対応可能である。
　また、実施例１～実施例６では、三種類の蛍光物質としてピーク波長域がそれぞれ、Ｒ
，Ｇ，Ｂの波長領域に分かれたものを用いているが、ピーク波長がＲ，Ｇ，Ｂのうちのい
ずれか一つの領域、あるいは近赤外領域において存在するような複数種類の蛍光物質を用
いた観察に対しても、本発明の蛍光内視鏡装置は適用可能である。
　また、極値となる波長を中心として前後２０ｎｍの波長範囲での画素の積算値を、上記
式（６）の画素数ｚとしても良い。
【０１１７】
実施例７
　図２０は実施例７にかかる蛍光内視鏡装置における波長選択透過手段２が選択して透過
させる波長域の一例を示す図で、(a)は各蛍光検出用波長域を示す図、(b)は各スペクトル
取得用波長域を示す図、(c)は(b)の蛍光スペクトルをスペクトル分離手段を介して蛍光成
分ごとに分離した各蛍光スペクトルが既知の蛍光スペクトルからシフトする状態を示すグ
ラフである。
【０１１８】
　実施例７の蛍光内視鏡装置における観察対象の生体組織９には、６７０ｎｍより短い波
長域の励起光の照射により、図２０(c)に示すように、夫々、７００ｎｍ～７２０ｎｍ、
７５５ｎｍ～８００ｎｍ、８３０ｎｍ～８５０ｎｍの波長域の蛍光を発する三種類の蛍光
薬剤が蛍光プローブとして標識されている。なお、実施例７においては、励起光カットフ
ィルタ１２ｂ3は、６７０ｎｍ以下の波長域の光をカットし、６７０ｎｍより長波長域の
光を透過させる光学特性を有している。
　光電変換手段７は、単板式イメージセンサ（図示省略）を備えた単色ＣＣＤで構成され
ている。
【０１１９】
　また、実施例７の蛍光内視鏡装置では、波長選択制御手段４は、波長選択透過手段２が
、図２０(a)、図２０(b)に示すように、図２０(c)に示した三種類の蛍光物質から発する
三種類の蛍光（三種類の蛍光薬剤から発する蛍光）に夫々対応する蛍光検出用波長域λａ
，λｂ，λｃの光と、蛍光検出用波長域λａ，λｂ，λｃを含む６９０ｎｍ～９１５ｎｍ
の波長帯域内において夫々順に所定波長幅で隣り合うスペクトル取得用波長域λ１，λ２
，・・・，λｎの光とを、選択して透過させるように、波長選択透過手段２を制御する。
【０１２０】
　また、実施例７の蛍光内視鏡装置では、波長選択制御調整手段８は、強度分布取得手段
７により取得され、スペクトル分離手段を介して分離された波長選択透過手段２が選択・
透過させる夫々の蛍光薬剤の蛍光に対応する蛍光検出用波長域λａ，λｂ，λｃが、夫々
、所定波長域λａ，λｂ’，λｃ’にシフトするように、波長選択制御手段４による波長
選択透過手段２に対する蛍光検出用波長域の選択・透過制御を自動的に調整するように構
成されている。
　その他の、構成及び作用効果は、実施例１～実施例６のいずれかの蛍光内視鏡装置と略
同じである。
【産業上の利用可能性】
【０１２１】
　本発明の蛍光内視鏡装置は、生体組織を観察するために、生体組織から発生する蛍光ス
ペクトルを検出する分野に有用である。
【符号の説明】
【０１２２】
１　　　　　　励起光照射手段
２　　　　　　波長選択透過手段
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３　　　　　　光電変換手段
４　　　　　　波長選択制御手段
５　　　　　　蛍光画像合成手段
６　　　　　　画像表示手段
７　　　　　　強度分布取得手段
８　　　　　　波長選択制御調整手段
９　　　　　　生体（組織）
１１　　　　　光源ユニット
１１ａ　　　　励起光用光源
１１ｂ　　　　照明光用光源
１１ｃ　　　　光源制御回路
１２　　　　　内視鏡先端挿入部
１２ａ　　　　照明光学系
１２ｂ　　　　撮像光学系
１２ｂ1　　　 対物光学系
１２ｂ2　　　 結像光学系
１２ｂ3　　　 励起光カットフィルタ
１２ｂ4　　 　分光光学素子
１２ｂ5　　 　撮像素子
１２ｃ　　　　ライトガイド
１３　　　　　制御ユニット
１３ａ　　　　可変分光素子制御回路
１３ｂ　　　　撮像素子制御回路
１３ｃ　　　　フレームメモリ
１３ｃ1　　 　Ｒフレームメモリ
１３ｃ2　　 　Ｇフレームメモリ
１３ｃ3　　 　Ｂフレームメモリ
１３ｃ4　　　 強度分布取得用フレームメモリ
１３ｄ　　　　画像処理回路
１３ｄ1　　 　蛍光画像合成回路
１３ｄ2　　　 強度分布取得回路
１３ｅ　　　　波長選択制御調整回路
１４　　　　　表示ユニット
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